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きょ たく  せい かつ 



 
移動支援支給申請 

お住まいの区の福祉保健センターのサービス課窓口で申請して

ください。その際、愛の手帳と収入や課税状況のわかる書類(＊)

が必要となりますので持参下さい。 

既に他の障害者自立支援サービスを受給されている方は、念の

ため、お手持ちの受給者証も持参してください。 

（＊基本的に年金収入のみの方の場合、年金証書等の年金等級

がわかるもので十分です。） 

申請内容の審査と 

支給決定 

区福祉保健センターでは、利用者の障害の状況やサービス利用

の意向、生活環境など配慮したうえで支援費の支給やその支給

量および利用者負担額などを決定します。 

[利用者負担額について] 

 ここでいう負担額とは、障害者自立支援法のサービスを受け

る際の利用料に対するものです。２０歳以上の利用者の方で、

本人の市民税が非課税の場合は、利用者負担額はありません。 

 
受給者証の交付 

支給決定されると、その支給内容が記載された受給者証が交付

され、郵便で送られてきます。 

利用の申込みと 

契約 

サービスを利用したい事業所を選び、その事業所へ直接申し込

みます。交付された受給者証を提示し、サービスの内容を確認

した上で利用に関する契約を結びます。 

（複数の事業所と契約することが可能です。） 

ガ イ ド ヘ ル プ サ ー ビ ス 利 用 ・ 手 続 き の 流 れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガ イ ド ヘ ル プ サ ー ビ ス 利 用 に か か る 費 用 に つ い て  

１． 移動支援費のうち利用者が負担する費用 

受給者証に記載される利用者負担額のことです。本人や扶養義務者の収入や

所得税額などにより算定されます。 

２． ガイドヘルプ活動中にかかる費用 

チケット代や喫茶代、移動にかかる交通費など、ヘルパー分も含め、各活動参

加にかかる実費負担額。 

３． その他 

ヘルパーの食事代負担分、活動場所までのヘルパーの交通費など事業所ごとに

定めるその他の費用は、契約時に交付する重要事項説明書を参照ください。 

ガイドヘルプ 

サービスの利用 


